
0-108 H-10

早期発見

8 神川小学校　　いじめ対応編

報告・連携

連携・指導

 
具体的対応 

 
 
 
  ○ 情報の分析・整理 
  ○ 事実確認、事実確定 
  ○ 緊急対策の検討 
  ○ 対応策の検討 
 
※教職員が情報を共有し、指導方針の共通認識と役割分

 

 

<<基本的な考え方>> 
１ 「いじめは絶対に許されない」「いじめられている児童は必ず守る」という認識のもとに、早期発見・早期対応に
努める。 
２ 児童や保護者の悩みを積極的に受け止める職員の姿勢、相談体制を設け、教職員と児童、児童同士の共感
的な人間関係作りに努める。  
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生徒指導委員会 関係機関との連携 
 ・心の相談室 
 ・スクールカウンセラー 
 ・児童相談所 

関係児童の保護者 

特別な連携 
 ・ＰＴＡとの連携  ・警察 
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※情報収集 
・個別に実施。 
・事実を正しく時系列で記録。 
・自書や関係児童からの記録。 

  
      ○被害児童への支援  ・保護者との連携 
      ○加害児童（周辺の児童）への指導  ・保護者との連携 
      ○相互の人間関係の修復 
        ・謝罪の場の設定  ・被害児童、保護者の気持ちを考えられるような支援  

      ○全児童への指導・学級指導 

対応の結果と分析 

いじめの解決 
積極的生徒指導の推進 課題の根本的な解決 


